
 

新潟市園芸作物販売戦略会議設置要領 

 

（目的） 

第１条 儲かる農業の実現に向けて、新潟市と農業団体等による官民連携の販売促進

体制を確立し、園芸作物の首都圏等への販路開拓・販売促進に地域一体となって取

り組むため、新潟市園芸作物販売戦略会議（以下「戦略会議」という。）を設置す

る。 

 

（協議・検討事項） 

第２条 戦略会議は、次の事項について協議・検討を行う。 

（１）園芸作物に関する情報及び販売方針の共有 

（２）官民連携による販促活動 

（３）新たな商品開発への支援 

（４）その他戦略会議の目的を達成するために必要な事項 

 

（委員構成） 

第３条 戦略会議は、関係機関・団体の役員又は職員、その他市長が必要と認める者

をもって構成し、別紙名簿のとおりとする。 

 

（委員任期） 

第４条 委員の任期は、就任の日が属する年度を含め２年以内とする。ただし、委員

が任期の途中で交代した場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。 

２ 委員は再任することができる。 

 

（運営等） 

第５条 戦略会議を運営するために会長を置く。 

２ 会長は委員の互選により選出する。 

３ 会長は戦略会議を招集し主催する。 

 

（販売戦略ワーキンググループ） 

第６条 戦略会議は販路開拓や販売促進に関する具体的な事項を個別に検討するた

め、販売戦略ワーキンググループを開催することができる。 

 

（事務局） 

第７条 戦略会議の事務局は、新潟市農林水産部食と花の推進課に置く。 

 

（その他） 

第８条 この要領に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 附 則 

この要領は、令和３年４月３０日から施行する。 

 

 附 則 

この要領は、令和７年３月１７日から施行する。 


